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農
業
所
得
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ 

農
作
物
を
自
家
消
費
し
た
場

合
の
申
告
は
？

Ａ 

家
族
が
食
べ
る
分
、
親
戚
や

知
人
に
配
る
分
な
ど
の
自
家
消
費

し
た
分
を
「
家
事
消
費
分
」
と
呼

び
ま
す
が
、
家
事
消
費
分
に
つ
い

て
も
、
税
法
上
で
は
収
穫
し
た
時

点
で
所
得
が
発
生
し
た
こ
と
に
な

①保 管・
 記 録

⇒

②仕 訳・
集 計

⇒

③内訳書
 の作成

出荷伝票や
領収書など
を保管・記
録する

収入金額お
よび必要経
費について
費目ごとに
仕訳・集計
を行う
（収支計算）

収支内訳
書を作成
する

農
業
所
得
の
申
告
準
備
を

　

農
業
所
得
の
申
告
（
確
定
申
告
ま
た
は
市
・
県
民
税
の
申
告
）

を
行
う
た
め
に
は
、
ご
自
身
で
収
支
内
訳
書
（
青
色
申
告
の
人
は

青
色
申
告
決
算
書
）
を
作
成
す
る
な
ど
準
備
が
必
要
で
す
。

 昨年10月24日に、中野市農業協
同組合の金融店舗体制の見直しが
行われました。
 このため、中野市農業協同組合
の振込口座は、全て「中野市農協
本所」となります。
 また、見直しに伴い口座番号が
変更されている場合は、新しい口
座番号を通帳またはキャッシュ
カードでご確認の上、還付口座の
記載をお願いします。

り
、
農
業
所
得
と
し
て
申
告
が
必

要
で
す
。
た
だ
し
、
家
族
が
食
べ

る
分
だ
け
の
収
穫
量
で
は
、
規
模

と
し
て
も
小
さ
く
、
収
益
を
目
的

と
し
て
い
な
い
た
め
、
通
常
赤
字

と
想
定
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、

農
産
物
を
全
く
出
荷
・
販
売
せ
ず

に
全
量
家
事
消
費
し
て
い
る
農
家

の
方
（
営
業
ま
た
は
不
動
産
所
得

が
あ
る
人
は
除
く
）
は
、
確
定
申

告
ま
た
は
市
・
県
民
税
の
申
告
の

際
は
、
農
業
収
入
の
み
を
計
上
し

農
業
所
得
は
0
円
と
い
う
申
告
で

構
い
ま
せ
ん
。
（
収
支
内
訳
書
は

省
略
）

　

な
お
、
農
業
所
得
が
赤
字
の
場

合
、
収
支
内
訳
書
を
作
成
し
マ
イ

ナ
ス
申
告
す
る
こ
と
で
、
赤
字
を

他
の
所
得
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が

可
能
で
す
。

Ｑ 

収
支
内
訳
書
の
専
従
者
控
除

と
は
？

Ａ 

一
般
的
に
生
計
を
一
に
し
て

い
る
家
族
に
支
払
っ
た
賃
金
は
必

要
経
費
に
な
り
ま
せ
ん
が
、
生
計

を
一
に
し
て
い
る
配
偶
者
や
親
族

（
15
歳
以
上
）
が
１
年
に
６
カ
月

以
上
、
そ
の
事
業
に
専
ら
従
事
し

て
い
る
場
合
、
専
従
者
控
除
と
し

て
必
要
経
費
に
算
入
で
き
ま
す
。

　

控
除
額
は
、
親
族
１
人
に
つ
き

次
の
Ａ
と
Ｂ
の
い
ず
れ
か
少
な
い

方
の
金
額
に
な
り
ま
す
。
（
必
要

経
費
に
算
入
さ
れ
た
控
除
額
は
、

専
従
者
の
給
与
収
入
に
な
り
ま

す
）

　

な
お
、
事
業
専
従
者
に
該
当
す

る
人
は
、
配
偶
者
控
除
、
配
偶
者

特
別
控
除
ま
た
は
扶
養
控
除
の
対

象
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

Ａ
「
５０
万
円
（
配
偶
者
の
場
合
は

８６
万
円
）
」

Ｂ
「
収
支
内
訳
書
の
⑮
専
従
者
控

除
前
の
所
得
金
額
÷
（
事
業
専

従
者
数+

１
）
」

※
青
色
申
告
者
が
青
色
専
従
者
に

支
払
っ
た
給
与
は
、
そ
の
金
額

が
適
正
で
あ
れ
ば
、
そ
の
全
額

を
必
要
経
費
に
算
入
で
き
ま

す
。

　

た
だ
し
、
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
は
、
税
務
署
へ
事
前

の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

Ｑ 

水
道
・
電
気
・
燃
料
代
な
ど

の
経
費
に
日
常
生
活
で
使
用
し

た
分
も
含
ん
で
い
る
場
合
は
？

Ａ 

農
業
に
使
用
し
た
分
の
み
を

必
要
経
費
と
し
て
計
上
し
ま
す
。

　

使
用
割
合
な
ど
の
合
理
的
な
基

準
で
案
分
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ 

農
地
を
有
償
で
貸
し
て
い
る

場
合
の
収
入
（
小
作
料
）
の
申

告
は
？

Ａ 

農
地
の
賃
貸
に
よ
る
収
入
は

不
動
産
所
得
に
な
り
ま
す
の
で
、

不
動
産
所
得
用
の
収
支
内
訳
書
を

作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

　

農
作
物
で
も
ら
っ
て
い
る
場
合

は
、
買
い
取
り
価
格
な
ど
を
参
考

に
現
金
に
換
算
し
て
く
だ
さ
い
。

小
作
料
を
支
払
っ
て
い
る
場
合

は
、
農
業
所
得
の
必
要
経
費
に
な

り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
税
務
課
課
税
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
２
５
）

確定申告をする際に
　ご注意ください！
～「還付される税金の受取場所」を
中野市農業協同組合に指定される方へ～

農業所得の申告の流れ軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月

１
日
現
在
、
車
両
を
所
有

し
て
い
る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
名
義

変
更
（
譲
渡
）
ま
た
は
廃
車
の
手

続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

・
他
人
に
譲
っ
た
り
、
他
人
か
ら

譲
っ
て
も
ら
っ
た
場
合

・
破
棄
し
た
場
合

・
盗
難
ま
た
は
紛
失
に
よ
り
、
所

有
し
な
く
な
っ
た
場
合

車 種 問い合わせ・手続き先

125㏄以下の原動
機付自転車、小
型特殊自動車、
50㏄以下のミニ
カー

市役所市民課窓口係
☎（２２）２１１１（内線２３６）

豊田支所地域振興課市民生活係
☎（３８）３１１１（内線１３１）

125㏄超～250㏄
以下の二輪車

㈳全国軽自動車協会連合会長野県事
務取扱所
☎0２６（２４３）１９６７

250㏄超の二輪車 北陸信越運輸局長野運輸支局
☎0５0（５５４0）２0４２

三輪車、四輪車
軽自動車検査協会長野事務所
☎0２６（２４４）４５６３

・
所
有
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合

　

手
続
き
を
し
な
い
と
軽
自
動
車

税
が
課
税
さ
れ
続
け
ま
す
。

（
注
…
課
税
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

気
付
か
ず
に
滞
納
金
が
発
生
し
て

い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

　

４
月
１
日
以
前
に
譲
渡
や
廃
車

を
さ
れ
る
方
は
、
３
月
中
に
手
続

き
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

届
け
出
し
た
日
が
廃
車
日
に
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、
廃
車
手
続
き
の
際
、
標

識
（
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
）
を
返

納
し
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
紛
失

さ
れ
た
場
合
で
も
手
続
き
が
で
き

ま
す
。

※
１
２
５
㏄
以
下
の
原
動
機
付
自

転
車
・
小
型
特
殊
自
動
車
・
50

㏄
以
下
の
ミ
ニ
カ
ー
の
標
識
を

紛
失
さ
れ
た
場
合
は
、
２
０
０

円
の
紛
失
料
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
車
種
に
よ
っ
て
上
表
の

と
お
り
手
続
き
先
な
ど
が
異
な

り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
税
務
課
課
税
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
２
５
）

農
耕
用
ト
ラ
ク
タ
ー
、

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
な
ど
を
お
持
ち
の
方
へ

　

ト
ラ
ク
タ
ー
、
ス
ピ
ー
ド
ス
プ

レ
イ
ヤ
ー
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
な

ど
の
小
型
特
殊
自
動
車
に
は
、
道

路
の
走
行
の
有
無
に
関
係
な
く
標

識
（
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
）
の
取

り
付
け
が
必
要
で
す
。

　

現
在
、
所
有
さ
れ
て
い
る
小
型

特
殊
自
動
車
に
標
識
が
つ
い
て
い

な
い
場
合
は
、
至
急
、
市
役
所
税

務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
登
録
の
際
に
費
用
は
か

か
り
ま
せ
ん
が
、
軽
自
動
車
税
が

課
税
さ
れ
ま
す
。

　

税
率
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

○
ト
ラ
ク
タ
ー
、
ス
ピ
ー
ト
ス
プ

レ
イ
ヤ
ー
、
コ
ン
バ
イ
ン
な
ど

（
農
耕
作
業
用
）

【
税
率
（
年
額
）
１
６
０
０
円
】

○
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
、
運
搬
車
、

ロ
ー
ド
ロ
ー
ラ
ー
な
ど
（
そ
の

他
小
型
特
殊
自
動
車
）

【
税
率（

年
額）

４
７
０
０
円
】

※
寸
法
、
最
高
速
度
な
ど
に
よ
っ

て
は
、
大
型
特
殊
自
動
車
に
分

類
さ
れ
る
車
両
も
あ
り
ま
す
の

で
、
標
識
の
交
付
申
請
の
際
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
税
務
課
課
税
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
２
５
）

　

所
得
税
・
住
民
税
の
申
告
を
さ

れ
る
方
で
、
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
、
身
体
障
害
者
手
帳
・
療

育
手
帳
お
よ
び
戦
傷
病
者
手
帳
な

ど
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
の
ほ

か
、
次
の
方
は
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

◎
介
護
保
険
の
「
要
介
護
認
定
」

を
受
け
て
い
る
65
歳
以
上
の
方

の
中
で
「
療
育
手
帳
や
身
体
障

害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

る
方
に
準
ず
る
」
と
中
野
市
福

祉
事
務
所
長
が
認
め
、
障
害
者

控
除
対
象
者
認
定
書
の
交
付
を

受
け
た
方

※「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

の
交
付
が
必
要
な
方
は
、
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
高
齢
者
支
援
課
介
護
保
険
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
３
６
５
）

老
齢
者
の
障
害
者
控
除

税
の
申
告
に
お
け
る

名
義
変
更
・
廃
車
手
続
き

軽
自
動
車
な
ど
の

は
お
早
め
に

　

例
年
、
市
が
開
催
す
る
申
告
相
談
は
大
変
混
み
合
い
、
長
時

間
お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。
申
告
相
談
で
農
業
所

得
を
申
告
す
る
場
合
は
、
相
談
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
、
少
な

く
と
も
経
費
な
ど
の
仕
訳
・
集
計
は
済
ま
せ
て
か
ら
会
場
に
お

出
掛
け
く
だ
さ
い
。

※二輪車、三輪車、四輪車は長野県自家用自動車協会中高
支部【中野警察署内☎（２２）３０７７）】にて代行で
手続きができます。


